
船舶インシデント調査報告書 

平成３０年２月２１日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

インシデント種類 運航阻害 

発生日時 平成２９年１１月３日 １７時２０分ごろ 

発生場所 大分県姫
ひめ

島
しま

村姫島南西方沖 

 姫島港Ａ防波堤西灯台から真方位２２５°１.２海里付近 

 （概位 北緯３３°４２.３′ 東経 １３１°３８.０′） 

インシデントの概要  ヨットGRAND
グ ラ ン

 REVE
レ ー ヴ

 Ⅳは、帆走中、日没までに入港することができ

なくなり、運航が阻害された。 

インシデント調査の経過 平成２９年１１月６日、主管調査官（門司事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

ヨット GRAND REVE Ⅳ、５トン未満（長さ８.４９ｍ） 

 ２９０－３６４３４大分、有限会社グランレーヴ 

 乗組員等に関する情報 船長、二級小型 

 負傷者 なし 

 損傷 なし 

 気象・海象 気象：天気 曇り、風向 北、風速 約８m/s、視界 良好 

海象：波高 約１ｍ 

日没時刻：１７時２０分 

 インシデントの経過  本船は、船長が１人で乗り組み、購入した本船を回航する目的で、

平成２９年１１月３日１２時００分ごろ姫島村西浦漁港に向けて中津

港を出発した。 

本船は、姫島南西方沖を東南東進中、１６時３０分ごろ機関計器盤

から警報音が鳴った。 

船長は、機関を停止した後、セルモータの始動操作を行ったが、セ

ルモータが作動せず、機関を始動できなかったので、機走をあきらめ

て帆走に切り換えた。 

船長は、西浦漁港に向けて帆走を続けていたが、風浪が強くなると

ともに日没となったので、１７時２０分ごろ航行を断念して携帯電話

で海上保安庁に救助を要請した。 

本船は、海上保安庁の協力依頼を受けて来援した水難救済会の救助

船により、１８時５０分ごろ西浦漁港にえい
．．

航された。 

本船は、機関整備業者が、燃料系統の空気抜きを行い、セルモータ

の始動操作を行ったところ、機関を始動することができたものの、冷

却海水を排出しなかったので、冷却海水ポンプを開放し、海水吸入管

を空気で吹かし、同ポンプのゴムインペラを交換して再度始動したと

ころ、冷却海水の排出が認められ、正常に運転ができるようになっ

た。  



取り外した冷却海水ポンプのゴムインペラは、機関整備業者が確認

したところ、異常が認められなかった。 

分析  本船は、姫島南西方沖において、機関の運転ができなくなったこと

から、帆走に切り換えたものの、日没までに入港することができなく

なり、運航が阻害されたものと考えられる。 

 本船の機関は、運転中、冷却海水が流れなくなったことから、冷却

不良となり、過熱して運転ができなくなった可能性があると考えられ

る。 

原因  本インシデントは、本船が、姫島南西方沖において、機関の運転が

できなくなったことから、帆走に切り換えたものの、日没までに入港

することができなくなったことにより発生したものと考えられる。 

参考  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・機関運転中、冷却海水の排出状況等を定期的に確認しておくこと

が望ましい。 

 ・機関運転中、可能であれば、冷却海水が排出されなくなった場合

に備え、予備の部品を保有するとともに交換方法を習得しておく

ことが望ましい。  


